
i)  B地点 j) C地点

k) D地点 l) E地点

西荒屋地区の他の箇所における被災状況

➢ B地点：流れ出した地
盤が県道8号の手前で
止まって盛り上がり，
通行を遮断した。

➢ C地点：流動で道路が
大きく盛り上がって
傾き，電柱も大きく
傾いた

➢ D地点：家屋が電柱に
ぶつかり激しくゆが
んでいた．

➢ E地点：地盤の流動に
より旧道に向かって
敷地と住宅がせり出
した。
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かほく市大崎地区の2-2’測線に沿った断面

➢ 標高TP+6 m付近の
道路付近から潟側
にかけて大きな地
割れと噴砂が発生
し，大きく流動

➢ 榊原神社の擁壁に
も大きなクラック
や段差が発生

➢ 神社の入口の県
道潟側に孕み出
し大きく盛り上
がって傾斜

➢ 県道より潟側の
建物も地盤の流
動によって傾斜．

他地区での被害状況
安田進・石川敬祐・笠原誠矢：2024年能登半島地震に
より内灘砂丘で発生した液状化被害、日本地震工学
会・大会-2024梗概集，B-24-4，2024.

0 50 100 150 200 250
0

2

4

6

8

10

距離(m)

標
高

 (
m

)
2024.2.3 2024.2.3 2024.1.8

（地表面の標高は地理院地図のデータによる）

2 2’

2024.2.3
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大崎地区でスクリューウェイト貫入試験によって推定した土層断面と地下水位分布

地下水位測定 試料採取貫入状況

➢ 通常の試験に地下水位測定と土の試料採取を
加えて実施

➢ 2日で10か所調査
52



大崎地区でスクリューウェイト貫入試験(SWS)によって推定した土層断面と地下水位
分布

A

A’

埋立地砂丘地

盛土
新砂丘砂

旧砂丘砂 粘性土

粘性土

？

液状化と流動無被害

0 50 100 150 200

-5

0

5

10

距離(m)

標
高

 (
m

)

3

0 15 30

換算N値

No.6

0 15 30
換算N値

No.1

0 15 30
換算N値

No.7

0 15 30
換算N値

No.8

0 15 30
換算N値

No.1'

0 15 30

換算N値

No.2

0 15 30

換算N値

No.3''

0 15 30

換算N値

No.4

0 15 30

換算N値

No.4'

0 15 30

換算N値

No.5

➢無被災のNo.1では1～2mの深さに締まった砂層がある。

➢液状化や流動が発生した範囲では換算N値が5前後の非常に緩い砂丘性の砂層が堆積。

➢この範囲では地下水位も深さ1～2m程度と非常に浅く、下流側ほど浅い。
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内灘町室地区の1-1’測線に沿った断面

➢ 標高約4～5 mの県
道から潟側の地盤
が液状化し，室橋
付近から南西側に
延長約100 ｍにわ
たって承水路の護
岸の崩れとともに
大きく流れた．

➢ 建物は潟側に引っ
張られて傾斜．

➢ 承水路との中間の建物
は甚大な被害を受けた．

➢ 柱状改良（深度6mを施
してあった住宅では目
立った被害がなく，液
状化した土はすり抜け
て流れていったのでは
なかろうか．
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 (
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（地表面の標高は地理院地図のデータによる）
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1 1’

2024.2.3
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2024.4.7

（地表面の標高は
地理院地図のデー
タによる）

2024.4.7

2024.4.7

2024.4.7

2 2’

内灘町宮坂地区の2-2’測線に沿った断面

➢ 標高約2 mの旧道から
砂丘側の標高約5 mま
での範囲で，延長約1 
kmに渡って液状化と
流動による甚大な被
害が発生．

➢ 標高5m付近で大きな
引張クラックが発生
し，その下流の建物
は基礎が引っ張られ
て変形していた．
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1月6日撮影

4月7日撮影

4月7日撮影 4月7日撮影

宮坂のそ
の他の地
点におけ
る被害状
況

約2mの開き
0.9m段差
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砂丘内陸側縁辺部の液状化および緩やかな傾斜地盤の流動による被害のパターン

地表面の盛上り

基礎への圧縮力発生

盛土
（非液状化）

引張りで割れた基礎 段差で変形した建物 電柱に衝突し歪んだ建物 盛り上がった建物

安田進：能登半島地震で被災した都市で進められている宅地液状化
防止事業，日本地震工学会・大会-2024梗概集，2025.（投稿中）
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内灘町で令和７年９月に住民の方々に行われた地籍調査事業に関する勉強会

（内灘町による）

現状：公費解体で多
くの宅地が更地に
なっている。



盛土造成宅地の緩やかな傾斜地盤の液状化に伴う流動には留意が必要

(東海村による）

東日本大震災時の東海村緑ヶ丘団地（谷埋め盛土造成地）での液状化に
よる流動と住宅被害

59

埼玉県には砂丘はないが。。。

➢ 台地の谷埋め盛土で液状化が発生し、緩やかな傾斜のひな壇状の住宅地で流
動も発生した。これらのため、住宅が被害を受けた。



➢ 暗渠排水管を設置して地下水
位を低下させ、液状化および
流動に対する対策が施されて
復旧した。

橋本隆雄・大山丈吉・安田進：東
日本大震災による東海村南台団
地・緑ケ丘団地の被害分析及び復
旧対策について，地盤工学会特別
シンポジウム－東日本大震災を乗
り越えて－，pp. 366-374，2014.

60



2011年3月2日撮影 本震後2010年9月8日撮影 前震後 2011年6月13日撮影 余震
後

2013年12月4日撮影

（細野氏撮影） （集団移転後）

クライストチャーチで複数回液状化で被災した住宅地では集団移転

(1) 被災情報の収集・連絡

(2) 被災概要の把握

(3) 対策工法の検討

(5) 一体的液状化対策事業の計画

(6) 一体的液状化対策工事の実施

(4) 一体的液状化対策検討地区の選定

判定
結果

地下水位低下工法

C 不可

B3 不可（※）

B2 液状化被害軽減の
目標として可

B1
液状化被害抑制の
目標として可A

（※）原則不可であるが、専門家からなる委員会等で詳細、且つ、高度な検討を行った結果
の判断についてはこの限りではない。

市街地液状化対策推進ガイダンスに従って現在検討が進められている

地下水位低下工法での対策効果の評価方法

日本では道路・下水道等の公共施設と隣接宅地等との一体的な液状化対策
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金沢市：金沢市被災
地区復旧技術検討会
議

金沢市粟崎地区における検討状況
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（第3回 金沢市被災地区復旧技術検討会議資料）

被災状況

地盤調査
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（第3回 金沢市被災地区復旧技術検討会議資料）

➢ 18箇所でSWSの孔をあけておい
て、一斉に地下水位を測定
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（第3回 金沢市被災地区復旧技術検討会議資料）

推定断面

地下水位
の分布推
定結果

砂丘上部

大野川

➢ 地下水が砂丘上
部から大野川に
向かって流れて
いることを確認

（金沢市による)
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第4回金沢市被災地区

復旧技術検討会議資料
（2025年2月14日）

三次元浸透流解析における透水係数の調整

➢ 現場透水試験で得
られた透水係数よ
り1桁大きい透水
係数（水平・鉛直
方向同じ）を用い
ると現状の地下水
位分布と整合。



65
第5回金沢市被災地区

復旧技術検討会議資料
（2025年8月22日）

第4回金沢市被災地区

復旧技術検討会議資料
（2025年2月14日）

地下水位低下の実証実験と三次元
浸透流解析による地下水位低下の
予測結果

➢ 粟崎小学校
の校庭の隅
で実施。
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2025年5月24日に行われた実証実験の住民見学会

（金沢市による）

立坑内

集排水管内部
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第5回金沢市被災地区

復旧技術検討会議資料
（2025年8月22日）

実証実験箇所における三次元浸透流解析結果と実験結果の比較

➢ 予備解析結果より
最大1.2m高止まり
した。
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第5回金沢市被災地区

復旧技術検討会議資料
（2025年8月22日）

鉛直方向透水係数を調整した三次元浸透流解析透水係数の再解析

➢ 鉛直方向の透水係
数を２桁下げると、
実証実験の結果と
合った。
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第5回金沢市被災地区

復旧技術検討会議資料
（2025年8月22日）

地下水位低下後の対策効果の確認

➢ 当初計画より集排
水管の深度を少し
下げ、少し集排水
管を増やすように
配置計画を見直し
た。

➢ その配置で全ての
箇所でC判定でな
くなった。



➢ 残留変形解析法のALID
による解析で地下水位
低下により水平変位が
軽減することを確認

（金沢市による)

暗渠集水管で地下水位
を下げた場合の流動対
策効果の評価

水平変位：77cm

水平変位：1cm

(2) 現状の地下水位

(3) 地下水位をGL-2～-3mに下げる対策

(1) 断面

集排水管配置計画

➢ 三次元浸透流解析で地
下水位が所定の深さに
下がることを確認
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71

我が国でボーリングデータに基づいて最初に作成された液状化ハザードマップ

(石原・小川, 
1978による)

４．液状化ハザードマップの作成とその限界



72

我が国における微地形に基づいて全国的に作成された最初のハザードマップ

(Iwasaki, Tokida, Tatsuoka, Watanabe, Yasuda and Sato, 1982).

現河道、旧河道、
湿地、埋立地、砂
丘間低地は液状化
し易いと判定



FLはある深さでの液状化の発生を判定するだけなので、その地点で液状化が構造物に与
える影響を評価する指標が必要

PL値を用いた構造物の被害の判断：
PL<5：液状化による被害は受けな  

いと判断
PL>15：液状化による甚大な被害を  

受けると判断

0 1.0 2.0 0 10

液状化に対する安全率
（抵抗率）, F

深さ方向の重み
係数　w(z)
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深
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Z
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)

Ｌ

表層の非液状化層厚

73

FL法による液状化判定をもとに、その地点の液状化指数PLを算出してハザード
マップを作成する方法の開発

液状化指数PL（1878年に提案）

𝑃𝐿 = න
0

20

൫1 − 𝐹 ሻ𝐿 10 − 0.5𝑧 𝑑𝑧

ただし𝐹𝐿 > 1の場合は 1 − 𝐹𝐿 は0

岩崎敏男・龍岡文夫・常田賢一・安田進：砂質地
盤の地震時流動化の簡易判定法と適用例、第5回日
本地震工学シンポジウム、pp.120-126、1978.

➢液状化が発生するか
否かの判定ではなく、
液状化により構造物
が被害を受けるか否
かの評価手法。

➢PL=5や15の閾値は構
造物の種類によって
異なるはずである。



74

➢ PLが5とか15で被害がきれいに分かれるわ
けではない。

➢ どんな構造物に適用できるかは特定して
いない。

液状化指数PLを最初に提案した1978年
の原論文での考え



➢ 新潟地震、十勝沖地震、濃尾地震、東南海地震、福井地震で流動化（液状化）した
45箇所としなかった10箇所のボーリング結果からFL、PLを判定。

➢ ある深度での流動化の可能性は、FLを計算することにより判定出来る。しかし、地
盤が流動化することによって構造物が受ける被害は、流動化層や各深度での流動化
程度などが総合されたものに左右されると考えられる。そこで、これらを考慮した
流動化指数PLを定義してみる。

➢ 非流動化地点ではPL≦20となっており、その70％はPL≦5となっている。逆に流動
化地点の80％はPL≧5となっており、50％はPL≧15となっている、従って、 PL≦5

の地盤では流動化の可能性が低く、 PL≧15の地盤では流動化の可能性が高いとい
えよう。ただし、対象としている構造物の種類や重要度などによってこの判断は多
少異なってくることにも留意しておく必要がある。

75

戸建て住宅でのPL値だけでのハザードマップの留意点：

①PL値で家屋の沈下・傾斜角を直接推定できるものではない。

②浅い層だけが液状化して、PLが小さかったのに戸建て住宅が被災した例が東日本
大震災で続出した。

1978年に出したこの論文では下記のように記述していた



(1)水田などの軟弱地盤上の盛土

（地盤工学会による）

2011年東日本大震災による久喜市の被害

水田
盛土

（2）軟弱地盤での砂による浅層置き換え
2003年十勝沖地震による豊頃町の被害

軟弱粘性土

置き換え 3
m

浅層だけの液状化だとPL値は大きくな
いが、戸建て住宅は被害を受ける。 76

液状化下端が浅くても住宅は被害受けた事例



77 77

その後液状化ハザードマップが作成されてきた自治体

Webで公開

Webでは公開されていない

(MLIT)

2018年時点

➢ 多くの自治体でPL法により液状化ハ
ザードマップが作成されてきた。

マップが作成されて
いる県

マップが作成されて
いる都市

特別にマップが作成
されている地区

1991年時点
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https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000044.html

国土交通省で2021年2月に出された「リスクコミュニケーションを取るための液
状化ハザードマップ作成の手引き」

国土交通省では、『宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針・同解説（案）、国土交通省
都 市局都市安全課、平成 25 年 4 月』や『市街地液状化対策推進ガイダンス、国土交通省都
市局都市 安全課、令和元年６月』を公表し、宅地における液状化対策の啓発と推進に努めて
きた。

宅地における液状化被害を軽減するためには、行政が主導する事前の対策事業にあわせ、住民
や事業者が自ら行う日頃からの備えや、行政による発災時の速やかな対応も重要。

住民・事業者と行政との間で、また行政職員間で地域の液状化発生傾向や液状化による宅地の
被害リスクについて共通認識を持ち、事前の備えを共に考え、充実させる必要がある（液状化
災害に関するリスクコミュニケーション）。 

リスクコミュニケーションを図るためのツールとして液状化ハザードマップを位置づけ、「ど
のような場所で液状化の発生傾向が強くなるのか」や「液状化による宅地地盤の被害や戸建て
住宅被害の推定方法」、また、「液状化への備えや液状化が発生した場合の対応に必要となる
知識や情報」について整理し、その結果を盛り込んだ。

78
（国土交通省による）
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➢ 地区ごとに液状化による被害の程度（半壊や
全壊など）が示されるマップの作成を目指し
たかったが無理だった。

➢ 微地形での判定→ボーリング資料からの液状
化判定→マップ作成の流れでは、ボーリング
がない地点はどうするか？との指摘もあり、
両者を並列で扱う方式となり、「地域の液状
化発生傾向図」、「宅地の液状化危険度マッ
プ」と呼ぶことにした。

➢ その代わり、個々の宅地でSWSなどから住宅
の被害の程度を推定する方法を提案。

検討委員会（2018年度～2020年度）の構成と検討の概要

（国土交通省による）
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手引きの概要
および目的

（国土交通省に
よる）
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液状化ハザードマッ
プの作成手順

（国土交通省による）
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➢ 扇状地や自然堤防を細分化
できないか検討したができ
なかった。

（国土交通省による）

地域の液状化発生傾向図の作成方法
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（国土交通省による）
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表層の非液状化層厚H1

Towhata, I., Yasuda, S., Yoshida, K.,

Motohashi, A., Sato S. and Arai, M.:

Qualification of residential land from

the viewpoint of liquefaction

vulnerability, Soil Dynamics and

Earthquake Engineering, Vol. 91,

pp.260-271, 2016.

国土交通省都市局都市安全課：宅
地の液状化被害可能性判定に係る
技術指針・同解説（案）（平成25
年4月）を使用

https://www.mlit.go.jp/common/000

993757.pdf

宅地の液状化危険度マップの作成方法
➢ 戸建て住宅を対象にしてPLま

たはDcyに表層の非液状化層
厚H1を考慮する方法とした。

➢ これが従来の液状化ハザード
マップと違う点である。
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10m程度の浅いボーリング資料でもPL値が計算できるように工夫

（国土交通省による）

➢ 下水道や建築確認申請などで20mの深度まで達していない地盤調査結果も利用でき
るようにした。

➢ Dcyには対応していない。



せん断剛性低下率の下限値の設定

住民や事業者の宅地液状化に対する危機意識を高めるためにも、本手引きでは、
沈下量がやや大きく算定される『せん断剛性低下率の下限値：1/300』により、戸建
て住宅のめり込み沈下量を算定することを標準とする。
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液状化後地盤のせん断剛性低下率の設定

 t Static

G2

G11

1

G0,i

gL g0.1%

抵抗変曲点

1

微小抵抗領域 0 0.5 1
0.0001
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0.1

1
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100

液状化安全率　FL
せ
ん
断
剛
性
比
　

G
1
/σ

' C

σ’C：有効平均主応力

手順１：液状化する層のせん断剛性の低下率を求める。

ALIDで用いている方法を利用

安田進、吉田望、安達健
司、規矩大義、石川敬
祐： 液状化に伴う残留変

形の静的評価法、日本地
震工学会論文集，第16巻，
第10号，pp.31－50，2016. 

液状化判定結果から液状化による戸建て住宅のめり込み沈下量や傾斜角を
簡易評価する方法も提示

個々の住宅の被害の程度を推
定する方法を提案



手順2：多層地盤の弾性沈下量の算定式を利用して
めり込み沈下量を推定

（国土交通省による）
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手順3：東日本大震災におけるめり込み
沈下量と傾斜角関係から傾斜角を推定
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手順4：傾斜角やめり込み沈下量によって家屋の被災程度を判断

（国土交通省による）
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手引きを適用して液状化ハザードマップが作成された地方公共団体

茨城県の阿見町、大洗町、鹿嶋市しか作成されてきていない。

https://city.kashima.ibaraki.jp/soshiki/52/71193.html

鹿嶋市の液状化ハザードマップ



液状化の検討を行う必要性の検討（既往の液状化ハザードマップより）

人工地形と液状化履歴の調査（第5章）

簡易地盤調査計画のための近隣の土質断面図や既往ボーリング
データの収集（第6章）

簡易地盤調査の実施（第7章）

簡易地盤調査結果を用いた液状化の判定（第8章）

液状化による被害ランクの判定および対策実施の判断（第10章）

液状化に対する対策工法の選定（第11章）

戸建て住宅のめり込み沈下量と傾斜角の推定（第9章）
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https://jibankantou.jp/group/pdf/jibandb3_

sws2.pdf ➢ 個々の住宅の液状化調査
やハザードマップ作成に
おいて既往ボーリングが
ない区域の調査用に使用
することを目的。

➢ 地盤工学会関東支部の委
員会でSWSを用いて液状
化判定および戸建て住宅
のめり込み沈下量・傾斜
角を推定する方法をまと
めた。

➢ 東日本大震災時の液状化
発生した箇所としなかっ
た箇所を大洗町から提供
していただき、現地調査
も実施。

地盤工学会による簡易地盤調査のスクリューウェイト貫入試験（SWS試験）を用
いて液状化判定およびめり込み沈下量を推定する方法の手引きの作成
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試験機（自動式） 試験機（手動式）

試料採取装置例

地下水位測定装置例

手順１：スクリューウエイト貫入試験（SWS
試験、旧名称はスウェーデン式貫入試験）に
よって簡易調査を行って液状化判定を行う。

第7章～10章の概要

採取できる土の試料が少量
なので、現地でスマホで撮
影するだけで粒径加積曲線
が得られる「AIによる電脳
粒度」も有効な可能性があ
る。
https://www.kiso.co.jp/
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(1) SWS 試験結果

WL=
-0.4m
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大洗町で東日本大震災により液状化が発生した箇所における調査結果

王寺秀介・安田進・佐々木修平・末政直晃・辻浩平・清木隆文：簡易地盤調査による宅地の
液状化に対する安全性検討，第16回日本地震工学シンポジウム、2023年．

➢ 液状化地点はGL-1.87m～-5.75m

の間がFL <1となり，液状化する
と判定。

➢ 液状化指標値PL10=19.8となり、
H1 との関係で宅地の液状化判定

を行ったところ，顕著な被害の
可能性が高いCランクとなった。

➢ 液状化地点における住宅のめり
込み沈下量は，50.7cm，θ＝
35/1000となり，内閣府の被害認
定フロー1)に従うと，「大規模

半壊」となると推定され，東日
本大震災時の周囲の被災状況と
も整合していた。

➢ 一方、非液状化地点ではGL-

9.47m まで地下水が確認されな
かった。
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▣ ▣：ボーリング位置

（国土地盤
情報データ
ベース1)に加
筆）

P1

P2

X

X’

：液状化発生地区

Y’
Y

➢ 実際に液状化した区域となかなか合わ
なかった。

能登半島地震で液状化した地区
とハザードマップの比較

a) 国土交通省 b) 北陸地方整備局

c) 金沢市 d) 内灘町

による による

による による
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○国土交通省では、令和3年2月に「リスクコミュニケーションを取るための液状化ハザードマップ作成の手引き」を公表

○令和6年能登半島地震における液状化被害の実態を踏まえ、液状化ハザードマップの精度向上を図るための留意事項や表現方法
に ついて、新たに手引きの【補足資料】として取りまとめ

留意事項 | 人工改変地の抽出方法

課題 古い時代からの人工改変地の抽出が必要

郷土史を活用した江戸時代以前の人工改変
地の抽出方法を提示

留意
事項

氾濫低地

推定水際線

郷土史（正和勝之助：越中
伏木地理志稿に一部加筆）

凡例

【自然地形】

砂州・砂礫州
崖
台地

氾濫低地
谷底低地

埋立地
【人工地形】

埋立地

留意事項 | 砂丘縁辺部の分類方法

課題 砂丘縁辺部の分類精度向上が必要

標高と非液状化層厚の関係に着目した砂丘
縁辺部の分類方法を提示

留意
事項

砂丘

標高と非液状化層厚の関係

砂丘縁辺部

凡例

砂丘
海岸平野・三角州
凹地・浅い谷
高水敷・低水敷・浜
旧水部
砂丘縁辺部
河川・水涯線及び水面

表現方法 | 液状化危険度統合マップ

課題
2種類の危険度情報を1つのマップ上で確
認可能なマップ表現が有効

従来の2種類のマップを統合した液状化危
険度統合マップの作成方法を提示

表現
方法

地域の液状化発生傾向図 宅地の液状化危険度分布図

液状化危険度統合マップ

概要書

（国土交
通省によ
る）

3月末に出された国交省都市局のハザードマップ作成の手引きの補足資料
～能登半島地震の実態を踏まえた 「液状化危険度統合マップ」の作成方法～ 
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本事例では、砂丘の内陸側にお
ける地盤情報を用い、標高と非
液状化層厚（H1）の関係を整理
し、非液状化層厚（H1）＝3m

に相当する標高を推定した(図-

3.6)。推定した標高値より、砂
丘の内陸側において等高線以下
の範囲を「砂丘縁辺部」として
分類している（図-3.7）。 

【参考事例①】標高と非液状
化層厚(H1)の関係に着目した
砂丘内陸側縁辺部の分類（A地
区） 

（国土交通省による）
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埋立材料や標高の違いに着目した埋立地のより高度な液状化発生傾向の評価区分
の検討 

課題：同じ埋立地内でも顕著な被害が生じた範囲と被害が生じなかった範囲があることが確
認されている。このような被害の差異は、埋立地内の地盤条件等の違いに起因していると考
えられる。

海水面
海水
面

海水面

雨水

地下水面

埋立地

地下水面

埋立地

雨水

標高と地下水位(GL-)の関係を整理することで、前述した
「(1)標高と非液状化層厚(H1)の関係に着目した砂丘内陸
側縁辺部の分類」手法と同様の検討が可能となる。 

【参考事例①】標高が埋立地における液状化発生傾向に与える影響の確認（C地区）

（国土交通省による）
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郷土史を活用した江戸時代以前の人工改変地の抽出

課題：能登半島地震時は、江戸時代以前の埋立地において、顕著な液状化被害が発生した。
このため、歴史資料等を活用し、江戸時代以前の人工改変地も含めた人工改変地の抽出精
度の向上が必要となる。

➢液状化による被害が発生した地
区は微地形では氾濫平野で特に
液状化し易い微地形ではない。

➢明治時代にはこの地区はすでに
集落が発達。

高岡市：液状化対策に関する検討結
果報告、令和７年３⽉．
https://www.city.takaoka.toyama.jp/m

aterial/files/group/41/saisyuhoukoku.

pdf

郷土史には、江戸時代以前の干拓や埋立などの土地開発の記録が残されていることがあり、
これらの記録から当時の地形や土地利用の変遷を確認することができるため、より精度の
高い人工改変地の抽出が可能となる。 

 天正初期

江戸時代初期

江戸時代中期

江戸時代後期

明治初期

天正初期
江戸時代初期
江戸時代中期
江戸時代後期
明治初期

1910年の旧地形図 推定水際線の変遷2010年治水地形分類図8)

埋立地

段丘面

氾濫平野

：道路での液状化箇所
：噴砂

：道路での液状化箇所
：噴砂
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液状化危険度統合マッ
プの作成

地域の液状化発生傾向図（ポリ
ゴン表示）と宅地の液状化危険
度分布図（ポイント表示）を重
ね合わせ、液状化危険度統合
マップを作成する。

（国土交通省による）



湾

海岸護岸

砂質土や粘性土地盤
埋立土

タイプ① 海岸や河岸などの広い埋立地（東京湾岸など）

埋立土

粘性土地盤

タイプ② 池などの局所的な埋立地

軟弱粘土地盤

置換土

タイプ③ 砂で置き換えた宅地

砂礫地盤

堤防

埋戻し土

河川

タイプ④ 砂利や砂鉄の採取跡地（神栖市など）

盛土
地山

タイプ⑥ 丘陵地や台地の盛土造成地（東海村など）

タイプ⑤ 粘性土地盤上の盛土地（久喜市など）
自然堤防

河川

粘性土地盤

後背湿地

盛土

➢ 東日本大震災で液状化した住宅地のほとんどは
人工改変地。

➢ 人工改変地は締固めずに造成され、液状化対策
を施さないまま住宅が建てられていた。

➢ 人工改変地の戸建て住宅地では造成後の地盤状
況を把握するボーリングは一般に行われない。

➢ したがって人工改変地では既往ボーリングがな
く、ハザードマップに危険性が示されていない。

➢ 既往の地盤調査結果から液状化ハザードマップ
を作成するのは無理なので、SWSによる簡易地
盤調査を新たに行うことが望まれる。

人工改変地盤の住宅地における液状化の危
険性のハザードマップへの表示

５．戸建て住宅の液状化対策を進め
るために

98安田進：地盤情報データベースを用いた液状化ハザード
マップ作成の課題、地盤工学会誌、73-2、pp.12-16、2025.



砂利採取地を埋めて宅地化した区域がハザードマップに示されていない事例

➢ 掘削跡地を住宅地にする際にボーリングが行われていないので、PL値などによる液状化の定
量的な判定は行えなく、液状化ハザードマップに考慮されていない。

➢ 掘削池が出来ているのは一時期だけなので、旧版地形図で調べる場合でも昔から現在までの
時系列で調べていく必要がある。

砂利採取で形成された池

既往ボーリング資料0 500 (m)

(国土地理院1955年測量旧版地形図に加筆） (地理院地図）

砂礫地盤

堤防

埋戻し土

河川
99

砂利掘削跡
の池（昭和
28年「東京

都多摩郡狛
江町全図」
に加筆）グ
レー網掛け
部分は砂利
掘削跡の池
（砂利穴）

掘削跡の埋土はハザード
マップに考慮されていない

(東京都による）

（狛江市史、1985）
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http://news-sv.aij.or.jp/shien/s2/ekijouka/measure/index.html

法制度などの改善

日本建築学会 住まい・まちづくり支援建築会議 情報事業部会から出されている資料
（抜粋）
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地盤工学会における宅地の液状化対策に関する会長特別委員会での検討

検討している課題

1. 法制度

2. 政策と住民支援

3. 被害の実態と住民理解の促進

4. 保 険 ・ 保証制度

5. 供給者の課題

6. 液状化判定手法

7. 液状化対策工法

8. 総合検討

ご清聴有難うございました

https://www.jiban.or.jp/?page_id=24633
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